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令和４年３月までの雇用調整助成金の特例措置等について 
 

新型コロナウイルス関連・特例措置の延長 3月 31日まで 

12月迄受給していても再申請の場合は、業況の再確認が必要となります。 

令和４年１月１日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対

象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。 

※１年を超えて引き続き受給できる期間令和 4年 3月 31日まで 

 

 

特例対象外の場合は、段階的に助成金額が減額になります。 

 

 

 

Aと Bそれぞれの月平均値の生産指標（売上げ高等）を比較し、Aが 30％以上減少している事業主 

 判定基礎期間の初日が令和３年 12月 31日以前の休業等の場合（短時間休業を含む） 

Ａ：判定基礎期間の初日が属する月から遡って 3か月間の生産指標 

Ｂ：Aの３ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標 

 判定基礎期間の初日が令和４年１月１日以降の休業等の場合（短時間休業を含む） 

Ａ：判定基礎期間の初日が属する月から遡って 3か月間の生産指標 

Ｂ：Aの３ヶ月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期または３年前同期の生産指標 

 

※ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受け、または受けようとした事業主につ

いては、返還請求･公表を行っています。 

判定基礎期間の初日 令和３年 令和 4 年 

  ５月～12 月 1 月・2 月 3 月 

中小 

企業 

原則的な措置 4/5（9/10） 

13,500 円 

4/5（9/10） 

11,000 円 

4/5（9/10） 

9,000 円 

業況特例・地域特例 4/5（10/10） 

15,000 円 

4/5（10/10） 

15,000 円 

大 

企業 

原則的な措置 2/3（3/4） 

13,500 円 

2/3（3/4） 

11,000 円 

2/3（3/4） 

9,000 円 

業況特例・地域特例 4/5（10/10） 

15,000 円 

4/5（10/10） 

15,000 円 

（注）金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合 

Ｊ Ａ Ｍ 

政策ＮＥＷＳ 

特例措置の内容について 

業況特例の対象となる事業主 
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＜お問合せ先＞ 

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 

0120-60-3999 受付時間 9：00～21：00 土日・祝日含む 


